
　
市
内
在
住
の
方
で
、
乳
幼
児
、
児

童
、
ひ
と
り
親
、
障
が
い
児
な
ど
の

各
要
件
に
あ
て
は
ま
る
方
は
、
申
請

に
よ
り
、
手
当
や
医
療
費
の
助
成
が

受
け
ら
れ
ま
す
（
所
得
の
制
限
で
該

当
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
）
。

※
現
在
受
給
し
て
い
る
方
は
、
市
か

　
ら
送
付
す
る
現
況
届
を
提
出
し
て

　
く
だ
さ
い
。

▽
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
　

　●

対
象
…
就
学
前
の
乳
幼
児
を
養
育

　
し
て
い
て
、
各
種
健
康
保
険
に
加

　
入
し
て
い
る
方

　●

内
容
…
医
療
機
関
で
支
払
う
対
象

　
児
童
の
医
療
費
（
保
険
診
療
の
自

　
己
負
担
分
）
を
助
成

▽
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

　
度

　●

対
象
…
小
学
校
１
年
生
か
ら
中
学

　
校
３
年
生
の
児
童
を
養
育
し
て
い

　
て
、
各
種
健
康
保
険
に
加
入
し
て

　
い
る
方

　●

内
容

＊
入
院
、
調
剤
、
訪
問
看
護
の
保
険

　
診
療
に
係
る
医
療
費
の
自
己
負
担

　
分
な
し

＊
通
院
（
柔
道
整
復
な
ど
の
施
術
を

　
含
む
）
に
係
る
医
療
費
（
通
院
１

　
回
あ
た
り
）
の
自
己
負
担
分
は
、

　
２
０
０
円
が
上
限

▽
児
童
手
当

　●

対
象
…
中
学
校
３
年
生
修
了
前

　
（
15
歳
到
達
後
の
最
初
の
３
月
31

　
日
）
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い

　
る
方

　●

手
当
額

＊
０
歳
〜
３
歳
未
満
（
一
律
）
…
月

　
額
１
万
５
千
円

＊
３
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
１

　
子
・
第
２
子
）
…
月
額
１
万
円

＊
３
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第
３
子

　
以
降
）
…
月
額
１
万
５
千
円

＊
中
学
生
（
一
律
）
…
月
額
１
万
円

＊
所
得
制
限
を
超
え
る
場
合
（
一

　
律
）
…
月
額
５
千
円

※
養
育
す
る
子
ど
も
（
18
歳
に
達
す

　
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

　
で
の
間
に
あ
る
子
ど
も
）
の
う

　
ち
、
年
長
者
か
ら
第
１
子
、
第
２

　
子
と
数
え
ま
す
。

　●

支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
　
は
ん
こ
、

　
健
康
保
険
証
（
申
請
者
と
対
象
児

　
童
）
、
申
請
者
名
義
の
振
込
み
先

　
口
座

※
要
件
に
よ
り
他
に
書
類
が
必
要

▽
児
童
育
成
手
当
（
育
成
手
当
）

　●

対
象
…
平
成
７
年
４
月
２
日
以
降

　
生
ま
れ
（
平
成
25
年
度
の
場
合
）

　
で
、
次
の
状
態
に
あ
る
児
童
を
扶

　
養
し
て
い
る
方
（
児
童
福
祉
施
設

　
に
入
所
し
て
い
る
場
合
を
除
く
）

＊
父
か
母
が
死
亡
し
た
児
童

＊
父
か
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ
る

　
児
童

＊
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

＊
父
か
母
が
生
死
不
明
の
児
童

＊
父
か
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

　
い
る
児
童

＊
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護

　
命
令
を
受
け
た
児
童

＊
父
か
母
が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上

　
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

＊
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児

　
童

　●

手
当
額
…
児
童
１
人
に
つ
き
月
額

　
１
万
３
５
０
０
円

　●

支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

　
度

　●

対
象
…
児
童
育
成
手
当
（
育
成
手

　
当
）
の
対
象
者
と
同
じ
（
障
が
い

　
の
あ
る
児
童
の
場
合
は
20
歳
未

　
満
）

※
対
象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に
入

　
所
し
て
い
る
場
合
を
除
く

　●

内
容
…
医
療
機
関
で
支
払
う
申
請

　
者
と
対
象
児
童
の
医
療
費
（
保
険

　
診
療
の
自
己
負
担
分
）
を
助
成

　
（
所
得
に
よ
っ
て
は
一
部
負
担
金

　
あ
り
）

▽
児
童
扶
養
手
当

　●

対
象
…
平
成
７
年
４
月
２
日
以
降

　
生
ま
れ
（
平
成
25
年
度
の
場
合
）

　
か
、
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満

　
で
、
次
の
状
態
に
あ
る
児
童
（
児

　
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場

　
合
を
除
く
）
を
扶
養
し
て
い
る

　
父
、
母
か
養
育
者
（
老
齢
福
祉
年

　
金
以
外
の
年
金
を
受
給
で
き
る
場

　
合
、
児
童
が
父
か
母
に
支
給
さ
れ

　
る
年
金
の
加
算
対
象
に
な
っ
て
い

　
る
場
合
を
除
く
）

＊
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

＊
父
か
母
が
死
亡
し
た
児
童

＊
父
か
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ
る

　
児
童

＊
父
か
母
が
生
死
不
明
の
児
童

＊
父
か
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

　
い
る
児
童

＊
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護

　
命
令
を
受
け
た
児
童

＊
父
か
母
が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上

　
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

＊
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児

　
童

　●

手
当
額

＊
全
部
支
給
…
月
額
４
万
１
４
３
０

　
円

＊
一
部
支
給
…
月
額
４
万
１
４
２
０

　
円
〜
９
７
８
０
円

＊
２
人
目
…
月
額
５
千
円
加
算

＊
３
人
目
以
降
…
月
額
３
千
円
加
算

※
所
得
に
よ
り
、
支
給
停
止
に
な
る

　
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　●

支
給
月
…
４
月
、
８
月
、
12
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
　
は
ん
こ
、

　
健
康
保
険
証
（
申
請
者
と
対
象
児

　
童
）
、
申
請
者
名
義
の
振
込
み
先

　
口
座
、
戸
籍
謄
本
（
申
請
者
と
対

　
象
児
童
）

※
要
件
に
よ
り
他
に
書
類
が
必
要

▽
児
童
育
成
手
当
（
障
害
手
当
）

　●

対
象
…
20
歳
未
満
で
心
身
に
障
が

　
い
が
あ
り
、
そ
の
程
度
が
次
の
い

　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を
養
育

　
し
て
い
る
方
（
児
童
福
祉
施
設
に

　
入
所
し
て
い
る
場
合
を
除
く
）

＊
「
愛
の
手
帳
」
１
、
２
、
３
度
程

　
度
の
児
童

＊
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
１
、
２
級

　
程
度
の
児
童

＊
脳
性
マ
ヒ
ま
た
は
進
行
性
筋
萎
縮

　
症
の
児
童
な
ど

　●

手
当
額
…
児
童
１
人
に
つ
き
月
額

　
１
万
５
５
０
０
円

　●

支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　●

対
象
…
20
歳
未
満
で
心
身
に
障
が

　
い
が
あ
り
、
そ
の
程
度
が
次
の
い

　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を
養
育

　
し
て
い
る
方
（
児
童
福
祉
施
設
に

　
入
所
し
て
い
る
場
合
、
児
童
の
障

　
が
い
を
理
由
と
す
る
年
金
を
受
給

　
し
て
い
る
場
合
を
除
く
）

＊
「
愛
の
手
帳
」
１
、
２
度
と
３
度

　
の
一
部
の
児
童

＊
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
１
、
２
、

　
３
級
程
度
の
児
童

＊
以
上
と
同
程
度
の
疾
病
が
あ
る
か

　
身
体
か
精
神
の
障
が
い
の
あ
る
方

　●

手
当
額

＊
手
当
等
級
１
級
…
月
額
５
万
４
０

　
０
円

＊
手
当
等
級
２
級
…
月
額
３
万
３
５

　
７
０
円

　●

支
給
月
…
４
月
、
８
月
、
12
月
（
前

　
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
　
は
ん
こ
、

　
申
請
者
名
義
の
振
込
み
先
口
座
、

　
戸
籍
謄
本
（
申
請
者
と
対
象
児

　
童
）
、
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写

　
し
、
障
が
い
を
証
明
す
る
書
類

※
要
件
に
よ
り
他
に
書
類
が
必
要

▽
申
請
・
問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課

　
子
育
て
支
援
係
、
五
日
市
出
張
所

　
市
民
総
合
窓
口
係
（
申
請
の
み
）

　
子
ど
も
や
家
庭
、
子
ど
も
の
健
や

か
な
成
長
に
つ
い
て
国
民
全
体
で
考

え
る
こ
と
を
目
的
に
、
毎
年
５
月
５

日
の
「
こ
ど
も
の
日
」
か
ら
１
週
間

を
「
児
童
福
祉
週
間
」
と
定
め
て
、

児
童
福
祉
の
理
念
の
普
及
・
啓
発
を

行
っ
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
も

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
、
子
ど
も
の
健

や
か
な
成
長
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

▽
問
合
せ
　
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

　
タ
ー

　
財
産
や
遺
言
の
こ
と
な
ど
、
専
門

家
に
相
談
で
き
ま
す
。
ご
家
族
か
ら

の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

▽
日
時
　
５
月
24
日

（金）
　
午
後
２
時

　
〜
４
時
（
１
人
40
分
）

▽
場
所
　
市
民
相
談
室
（
市
役
所
１

　
階
）

▽
対
象
　
市
内
在
住
の
お
お
む
ね
65

　
歳
以
上
の
方
と
家
族

▽
定
員
　
３
人
（
申
込
み
順
）

▽
予
約
　
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ

　
さ
い
。

※
毎
月
実
施
す
る
市
民
相
談
で
も
相

　
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
（
日

　
程
は
実
施
前
月
の
15
日
号
に
掲

　
載
）

▽
予
約
・
問
合
せ
　
高
齢
者
支
援
課

　
高
齢
者
支
援
係

　
成
年
後
見
制
度
の
利
用
を
具
体
的

に
検
討
さ
れ
て
い
る
方
な
ど
を
対
象

に
専
門
家
（
司
法
書
士
）
に
よ
る
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時
　
５
月
14
日

（火）
　
午
後
２
時

　
〜
４
時
（
１
人
40
分
）

▽
場
所
　
あ
き
る
野
市
社
会
福
祉
協

　
議
会
秋
川
事
務
所
内
相
談
室
（
秋

　
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
１
階
）

▽
内
容
　
①
成
年
後
見
制
度
や
判
断

　
能
力
が
不
十
分
な
方
の
権
利
擁
護

　
相
談
、
②
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

　
に
際
し
て
の
苦
情
・
相
談

▽
対
象
者
　
市
内
在
住
の
お
お
む
ね

　
65
歳
以
上
の
方
、
障
が
い
を
お
持

　
ち
の
方
と
そ
の
家
族
な
ど

▽
定
員
　
３
人
（
申
込
み
順
）

▽
申
込
み
方
法
　
電
話
で
申
し
込
ん

　
で
く
だ
さ
い
。

※
５
月
以
降
の
日
程
は
、
奇
数
月
の

　
第
２
火
曜
日
と
な
り
ま
す
。
詳
し

　
く
は
、
実
施
前
月
の
１
日
号
で
お

　
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
あ
き
る
野
市

　
社
会
福
祉
協
議
会
権
利
擁
護
係

　
（
☎
５
３
３
・
３
５
４
８
）

手当や医療費
助成の手続きは
お済みですか

医
療
費
助
成
制
度
・

　
　
　
　
　
　
児
童
手
当

ひ
と
り
親
関
係
助
成
制
度

障
が
い
児
関
係
助
成
制
度

FAX

　
八
王
子
市
川
口
地
区
に
計
画
さ
れ

て
い
る
「
川
口
土
地
区
画
整
理
事

業
」
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
あ
わ

せ
、
計
画
段
階
環
境
配
慮
書
を
公
表

し
、
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
皆
さ

ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▽
縦
覧
の
期
間
　
５
月
７
日

（火）
〜
６

　
月
６
日

（木）

▽
縦
覧
場
所
と
縦
覧
時
間

　●

生
活
環
境
課
、
五
日
市
出
張
所
…

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

　
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

　●

中
央
図
書
館
…
午
前
10
時
〜
午
後

　
７
時
30
分
（
金
曜
日
を
除
く
）

※
土
曜
・
日
曜
日
は
午
後
５
時
30
分

　
ま
で

　●

五
日
市
図
書
館
…
午
前
10
時
〜
午

　
後
５
時
30
分
（
月
曜
日
を
除
く
）

※
木
曜
日
は
午
後
７
時
30
分
ま
で

　●

東
部
図
書
館
エ
ル
…
午
前
10
時
〜

　
午
後
５
時
30
分
（
月
曜
日
を
除

　
く
）

※
水
曜
日
は
午
後
７
時
30
分
ま
で

　●

東
京
都
環
境
局
都
市
地
球
環
境
部
 

　
環
境
都
市
づ
く
り
課
（
都
庁
第
二

　
本
庁
舎
８
階
）
、
東
京
都
多
摩
環

　
境
事
務
所
管
理
課
（
立
川
合
同
庁

　
舎
４
階
）
…
午
前
９
時
30
分
〜
午

　
後
４
時
30
分
（
土
曜
・
日
曜
日
を

　
除
く
）

　●

八
王
子
市
環
境
部
環
境
政
策
課

　
（
八
王
子
市
役
所
２
階
）
…
午
前

　
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
（
土

　
曜
・
日
曜
日
は
市
役
所
Ｂ
階
守
衛

　
室
）

※
あ
き
る
野
市
と
八
王
子
市
、
東
京

　
都
、
川
口
土
地
区
画
整
理
組
合
設

　
立
準
備
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

　
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▽
意
見
の
提
出
方
法
　
６
月
６
日

（木）

　
（
必
着
）
ま
で
に
、
事
業
の
名

　
称
、
氏
名
、
住
所
と
意
見
を
記
載

　
し
、
持
参
す
る
か
送
付
、
フ
ァ
ッ

　
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
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